
JP 6008836 B2 2016.10.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動式支持構造物と、
　カウンター・ウェイト回転軸の周りを回転自在に前記可動式支持構造物に固定された可
動式カウンター・ウェイトであって、
　　前記可動式カウンター・ウェイトを前記カウンター・ウェイト回転軸の周りで回転さ
せるカウンター・ウェイト作動装置と、
　　モーター駆動型リール機構を備えるウィンチと、
を備える可動式カウンター・ウェイトと、
　前記ウィンチの前記モーター駆動型リール機構の第１の端に接続された一対の吊り上げ
ストラップであって、各吊り上げストラップは、
　　荷に接するように構成されたエンド・エフェクタと、
　　前記エンド・エフェクタの外表面に付けられたハンドルと、
　を備える、一対の吊り上げストラップと、
を備え、
　前記モーター駆動型リール機構は、前記一対の吊り上げストラップが前記荷に接してい
る前記エンド・エフェクタに対応して前記荷を吊り上げるように、前記一対の吊り上げス
トラップを巻き上げるように構成された、携帯型荷吊り上げシステム。
【請求項２】
　前記可動式支持構造物が、体幹外骨格及び前記体幹外骨格を使用者の上体に連結するよ
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うに構成された上体インターフェース装置を有する胴外骨格を備えた請求項１のシステム
。
【請求項３】
　前記上体インターフェース装置が、ベスト、ベルト、肩ストラップ、胸ストラップ、胴
体ギブス、ハーネス、腰ベルトからなるグループのひとつを備える請求項２のシステム。
【請求項４】
　各ハンドルは力センサーを備え、各力センサーは前記力センサーに対応する前記ハンド
ルにかけられた負荷力を測定するように構成された請求項１のシステム。
【請求項５】
　前記可動式支持構造物に連結された吊り上げバーをさらに備え、前記吊り上げバーは前
記可動式支持構造物の前方と後方の間で前記吊り上げストラップを誘導するように構成さ
れた請求項１のシステム。
【請求項６】
　プロセッサベース制御装置、及び、前記ウィンチにより前記吊り上げストラップまたは
ケーブルにかけられた力を測定するように構成された力センサーをさらに備え、
　前記制御装置は、使用者の腰部屈曲伸展軸に関連して前記吊り上げストラップにかかる
下向きの力により発生するモーメントを持つ前記使用者の前記腰部屈曲伸展軸に関連して
前記カウンター・ウェイトにより発生するモーメントの平衡を保つのに適した位置に、前
記可動式カウンター・ウェイトを前記カウンター・ウェイト回転軸の周りで回転させるよ
うに前記制御装置に指令する制御信号を送るように動作する請求項１のシステム。
【請求項７】
　一対の吊り上げバーを備える荷吊り上げバー機構をさらに備え、各吊り上げバーは前記
可動式支持構造物に可動自在に連結され、前記可動式支持構造物の前方と後方の間でそれ
ぞれの吊り上げストラップを誘導するように構成され、
　各吊り上げストラップは、前記それぞれのエフェクタが前記吊り上げバーの端の所定の
距離内に位置するように前記吊り上げストラップを巻き上げる前記モーター駆動型リール
機構に対応して、前記それぞれの吊り上げバーの前記端を前記可動式支持構造物から上方
外側に移動させるように構成された請求項１のシステム。
【請求項８】
　前記荷吊り上げバー機構は、
　　前記それぞれの吊り上げバーと可動式支持構造物の間でそれぞれ連結された一対の吊
り上げバーガイドであって、前記吊り上げバーは前記吊り上げバーガイドに対して伸縮自
在に可動し、前記吊り上げバーガイドはピボットの周りを旋回自在に前記可動式支持構造
物に固定された、一対の吊り上げバーガイドと、
　　前記可動式支持構造物に固定された一対のカム・プレートであって、各カム・プレー
トはスロットを備える、一対のカム・プレートと、
　　一対のカム・ローラーであって、各カム・ローラーはそれぞれの吊り上げバーに接続
され、各カム・ローラーは、前記吊り上げバーが前記可動式支持構造物から上方外側に伸
縮するような前記吊り上げバーガイドの旋回に対応して前記それぞれのカム・プレートの
前記スロットに移動するように構成された、一対のカム・ローラーと、
　　一対のプーリーあって、各プーリーはそれぞれの吊り上げバーガイドに接続され、各
プーリーは前記それぞれの吊り上げストラップを受けて誘導するように構成された、一対
のプーリーと、
をさらに備え、
　各吊り上げストラップは、前記それぞれのエフェクタが前記吊り上げバーの前記端の所
定の距離内に位置するように前記モーター駆動型リール機構が前記吊り上げストラップを
巻き上げるのに対応して、前記プーリーと係合するように構成された吊り上げストラップ
・ループをさらに備え、それによって前記プーリーは前記吊り上げバーガイドを前記ピボ
ットの周りで旋回させ、前記カム・ローラーは前記吊り上げバーを前記可動式支持構造物
から上方外側に伸縮させる請求項７のシステム。
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【請求項９】
　移動装置をさらに備え、前記可動式支持構造物が前記移動装置に取り付けられている請
求項１のシステム。
【請求項１０】
　前記移動装置が車輪を備える請求項９のシステム。
【請求項１１】
　使用者の下肢に連結するように構成された下肢外骨格をさらに備え、
　前記可動式支持構造物が、前記下肢外骨格に連結した上体インターフェース装置を通し
て、前記使用者の上半身に連結するように構成された体幹外骨格を有する胴外骨格を備え
た請求項１のシステム。
【請求項１２】
　前記下肢外骨格が脚サポートを備え、腰部屈曲伸展軸の周りを脚サポートが腰部屈曲伸
展回転するために、前記体幹外骨格が腰部屈曲伸展継手で前記脚サポートに回転自在に接
続可能である請求項１１のシステム。
【請求項１３】
　前記モーター駆動型リール機構が油圧モーターを備える請求項１のシステム。
【請求項１４】
　使用者の上半身に連結するように構成された体幹外骨格を有する胴外骨格を備えた可動
式支持構造物と、
　可動式カウンター・ウェイト回転軸の周りを回転自在に前記可動式支持構造物に固定さ
れた可動式カウンター・ウェイトであって、
　　前記可動式カウンター・ウェイトを前記カウンター・ウェイト回転軸の周りで回転さ
せるカウンター・ウェイト作動装置と、
　　モーター駆動型リール機構を備えるウィンチと、
を備える可動式カウンター・ウェイトと、
　前記ウィンチの前記モーター駆動型リール機構の第１の端に接続された一対の吊り上げ
ストラップであって、各吊り上げストラップは、
　　荷に接するように構成されたエンド・エフェクタと、
　　前記エンド・エフェクタの外表面に付けられたハンドルと、
　を備え、
　　前記モーター駆動型リール機構は、前記一対の吊り上げストラップが前記荷に接して
いる前記エンド・エフェクタに対応して前記荷を吊り上げるように、前記一対の吊り上げ
ストラップを巻き上げるように構成された、一対の吊り上げストラップと、
　前記使用者の下肢に連結するように構成された下肢外骨格であって、前記体幹外骨格が
前記下肢外骨格に連結された上体インターフェース装置を通して前記使用者の上半身に連
結する下肢外骨格と、
を備える携帯型荷吊り上げ補助システム。
【請求項１５】
　各ハンドルは力センサーを備え、各力センサーは前記力センサーに対応する前記ハンド
ルにかけられた負荷力を測定するように構成された請求項１４のシステム。
【請求項１６】
　プロセッサベース制御装置、及び、前記ウィンチにより前記吊り上げストラップまたは
ケーブルにかかる力を測定するように構成された力センサーをさらに備え、
　前記制御装置は、使用者の腰部屈曲伸展軸に関連して前記吊り上げストラップにかかる
下向きの力により発生するモーメントを持つ前記使用者の前記腰部屈曲伸展軸に関連して
前記カウンター・ウェイトにより発生するモーメントの平衡を保つのに適した位置に、前
記可動式カウンター・ウェイトを前記カウンター・ウェイト回転軸の周りで回転させるよ
うに前記制御装置に指令する制御信号を送るように動作する請求項１４のシステム。
【請求項１７】
　一対の吊り上げバーを備える荷吊り上げバー機構をさらに備え、各吊り上げバーは前記
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可動式支持構造物に可動自在に連結され、前記可動式支持構造物の前方と後方の間でそれ
ぞれの吊り上げストラップを誘導するように構成され、
　各吊り上げストラップは、前記それぞれのエフェクタが前記吊り上げバーの端の所定の
距離内に位置するように前記吊り上げストラップを巻き上げる前記モーター駆動型リール
機構に対応して、前記それぞれの吊り上げバーの前記端を前記可動式支持構造物から上方
外側に移動させるように構成された請求項１４のシステム。
【請求項１８】
　前記荷吊り上げバー機構は、
　　前記それぞれの吊り上げバーと可動式支持構造物の間でそれぞれ連結された一対の吊
り上げバーガイドであって、前記吊り上げバーは前記吊り上げバーガイドに対して伸縮自
在に可動し、前記吊り上げバーガイドはピボットの周りを旋回自在に前記可動式支持構造
物に固定された、一対の吊り上げバーガイドと、
　　前記可動式支持構造物に固定された一対のカム・プレートであって、各カム・プレー
トはスロットを備える、一対のカム・プレートと、
　　一対のカム・ローラーであって、各カム・ローラーはそれぞれの吊り上げバーに接続
され、各カム・ローラーは、前記吊り上げバーが前記可動式支持構造物から上方外側に伸
縮するように、前記吊り上げバーガイドの旋回に対応して前記それぞれのカム・プレート
の前記スロットに移動するように構成された、一対のカム・ローラーと、
　　一対のプーリーあって、各プーリーはそれぞれの吊り上げバーガイドに接続され、各
プーリーは前記それぞれの吊り上げストラップを受け止めて誘導するように構成された一
対のプーリーと、
をさらに備え、
　各吊り上げストラップは、前記それぞれのエフェクタが前記吊り上げバーの前記端の所
定の距離内に位置するように前記モーター駆動型リール機構が前記吊り上げストラップを
巻き上げるのに対応して、前記プーリーと係合するように構成された吊り上げストラップ
・ループをさらに備え、それによって前記プーリーは前記吊り上げバーガイドを前記ピボ
ットの周りで旋回させ、前記カム・ローラーは前記吊り上げバーを前記可動式支持構造物
から上方外側に伸縮させる請求項１７のシステム。
【請求項１９】
　前記下肢外骨格が脚サポートを備え、腰部屈曲伸展軸の周りを脚サポートが腰部屈曲伸
展回転するために、前記体幹外骨格が腰部屈曲進展継手で前記脚サポートに回転自在に接
続可能である請求項１８のシステム。
【請求項２０】
　可動式支持構造物と、
　モーター駆動型リール機構を備え、前記可動式支持構造物に固定されたウィンチと、
　前記ウィンチの前記モーター駆動型リール機構の第１の端に接続された一対の吊り上げ
ストラップであって、
　　荷に接するように構成されたエンド・エフェクタと、
　　前記エンド・エフェクタの外表面に付けられたハンドルと、
　を備え、
　前記モーター駆動型リール機構は、前記一対の吊り上げストラップが前記荷に接してい
る前記エンド・エフェクタに対応して前記荷を吊り上げるように、前記一対の吊り上げス
トラップを巻き上げるように構成された、各吊り上げストラップと、
　一対の吊り上げバーを備える荷吊り上げバー機構であって、各吊り上げバーは前記可動
式支持構造物に移動自在に連結され、各吊り上げバーは前記可動式支持構造物の前方と後
方の間でそれぞれに対応する吊り上げストラップを誘導するように構成された、荷吊り上
げバー機構と、
を備え、
　各吊り上げストラップは、前記それぞれのエフェクタが前記吊り上げバーの端の所定の
距離内に位置するように前記吊り上げストラップを巻き上げる前記モーター駆動型リール
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機構に対応して、前記それぞれの吊り上げバーの端を前記可動式支持構造物から上方外側
に移動させるように構成された、携帯型荷吊り上げシステム。
【請求項２１】
　前記荷吊り上げバー機構は、
　　前記対応する吊り上げバーと可動式支持構造物の間でそれぞれ連結された一対の吊り
上げバーガイドであって、前記吊り上げバーは前記吊り上げバーガイドに対して伸縮自在
に可動し、前記吊り上げバーガイドはピボットの周りを旋回自在に前記可動式支持構造物
に固定された、一対の吊り上げバーガイドと、
　　前記可動式支持構造物に固定された一対のカム・プレートであって、各カム・プレー
トはスロットを備える、一対のカム・プレートと、
　　一対のカム・ローラーであって、各カム・ローラーはそれぞれの吊り上げバーに接続
され、各カム・ローラーは、前記吊り上げバーが前記可動式支持構造物から上方外側に伸
縮するような前記吊り上げバーガイドの旋回に対応して前記それぞれのカム・プレートが
前記スロットに移動するように構成された、各カム・ローラーと、
　　一対のプーリーあって、各プーリーはそれぞれの吊り上げバーガイドに接続され、各
プーリーは前記それぞれの吊り上げストラップを受けて誘導するように構成された、一対
のプーリーと、
をさらに備え、
　各吊り上げストラップは、前記それぞれのエフェクタが前記吊り上げバーの前記端の所
定の距離内に位置するように前記モーター駆動型リール機構が前記吊り上げストラップを
巻き上げるのに対応して、前記プーリーと係合するように構成された吊り上げストラップ
・ループをさらに備え、それによって前記プーリーは前記吊り上げバーガイドを前記ピボ
ットの周りで旋回させ、前記カム・ローラーは前記吊り上げバーを前記可動式支持構造物
から上方外側に伸縮させる請求項２０のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示する実施形態は、携帯型荷吊り上げシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ある職種では個人が繰り返し重い荷を持ち上げたり運んだりすることを必要とする。こ
れらの行為は、体の筋肉・骨格への負担を著しく増やして、障害につながる可能性があり
、ときにはそれが一生治らない障害ともなり得る。
【０００３】
　荷吊り上げ補助システムとして知られているものには、上半身で吊り上げ補助ができる
ような人工アームを全体に組み込んだ外骨格を利用している。これらのアームは使用者の
腕と同様な範囲で動き、どんな不快も避けるように、システムが使用者を確実に追跡する
かなりの検知・作動力を必要とする。また、固定の荷留め具を使って、使用者が荷を支え
て運ぶことができるが、固定の留め点から荷を上げ下げすることはできない。
【０００４】
　吊り上げ補助システムとして知られる他のものとして、倉庫や他施設の設備に組み込ま
れた固定の荷補助機構がある。概して、このシステムの荷補助機構は、取り外せないよう
に固定の上部構台につけられている。このように、この配置では利用できる範囲が倉庫や
他施設に限られている。
【発明の開示】
【０００５】
　開示された実施形態には、重い荷を吊り上げて運ぶまたは移動するためのエンド・エフ
ェクタに連結されたパワーアシスト・ストラップまたはケーブルを備える携帯型荷吊り上
げシステムが含まれる。一実施形態では、携帯型荷吊り上げシステムは、人である使用者
が着用し、荷吊り上げ補助システムの支持構造体を通して、地面または他の低い面（例え
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ば床）に重量移動する荷吊り上げ補助システムである。この実施形態では、荷吊り上げ補
助システムに付けられた荷を外骨格で運び、著しく使用者の負担を減らす。このように筋
肉・骨格障害の危険を減らし、より重いものを使用者が運べるようになる。
【０００６】
　他の実施形態として、ここで、下肢外骨格とは無関係な携帯型荷吊り上げ補助システム
を含んで説明する。例えば、携帯型荷吊り上げ補助システムは、（例えば、ストラップで
使用者の胴体に固定し、）リュックのように着用できる。他の実施形態では、システムに
支えや携帯性を備える移動装置（例えば車輪付きカート）を含むなど、人である使用者に
固定する必要なく、携帯型荷吊り上げシステムが動作する。
【０００７】
　また、開示した実施形態には、まだ吊り上げを補助しているうちは、使用者が最低、肩
の高さまで荷を持ち上げられる構造の携帯型荷吊り上げ補助システムを含む。パワーアシ
スト・ストラップまたはケーブルにより、概して荷を運ぶのに二人以上必要とする作業を
、一人の使用者が安全に完了することができる。手早くエンド・エフェクタを交換し、箱
、容器、軍需物資など様々なものを吊り上げて運ぶことができる。人が動いて持上げる通
常の範囲を考慮した実施形態で開示した携帯型荷吊り上げ補助システムは、開示した肩吊
り上げ装置を使用して、まだ著しく吊り上げを補助しているうちは、使用者が肩の高さか
それより上に荷を持ち上げることができる。
【０００８】
　荷の平衡と確かな制御を維持するよう、重心を使用者近くにしておくために、片持ち錘
を用いることができる。エンド・エフェクタ内の力センサーにより、使用者が持ち上げた
物を正確に配置できるよう、使用者とともにシステムを確実に動かす搭載型マイクロプロ
セッサベース制御装置に入力することができる。エンド・エフェクタの力センサーなどで
、使用者が加えた力を検知すると、開示した携帯型荷吊り上げ補助システムは、使用者が
意図すること（上げ、下げ、固定）を検知したり、エンド・エフェクタに付けられた吊り
上げストラップまたはケーブルで使用者の意図することを実施するよう適切に補助したり
することもできる。
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】開示された実施形態による、下肢外骨格、胴外骨格を備え、人である使用者を補
助する携帯型荷吊り上げ補助システムの例を示す正面斜視図である。
【図２】開示した実施形態による、接続された荷吊り上げ機構を備えた体幹外骨格を含む
胴外骨格の例を示す。
【図３】開示した実施形態による、荷吊り上げバー機構の例で部分的断面図を描いている
。
【図４】開示した実施形態による、腰部屈曲伸展軸の周りで（少なくとも部分的に）荷の
平衡をとるために、使用者のさらに後部へ動いたカウンター・ウェイトを描いており、こ
れは荷が使用者前方（エンド・エフェクタ上）の高い場所にあるとき有用である。
【図５】開示した実施形態による、吊り上げバーに取り付けられ、カム・プレート上のス
ロットで移動するカム・ローラーによって決められる、吊り上げバーガイドに沿った、吊
り上げバーの位置を描いている。吊り上げバーガイドはピボットを旋回し、ストラップが
プーリー上を動いている。
【図６】開示した実施形態による、吊り上げバーガイドの例における後部の拡大図である



(7) JP 6008836 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

。
【図７】他の開示した実施形態による、携帯型荷吊り上げ補助システムをリュックのよう
に着用でき、吊り上げストラップを含む携帯型荷吊り上げ補助システム例の描写を示す。
【図８】他の開示した実施形態による、カートに固定された支持構造物に荷吊り上げ機構
を取り付ける車輪を含むカートを備える携帯型荷吊り上げシステムの例を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　開示した実施形態を添付の図を参照し説明する。参照番号等は、各図において同様また
は同じ要素を示すように用いている。図は、原寸に比例して描いてはいず、単にここで開
示する特徴を示すために提供する。説明のための実施例を参照し、開示するいくつかの特
徴を以下で説明する。ここで開示する実施形態の理解を深めるために、多数の詳細情報、
関係、方法を説明することを理解されたい。ただし、当業者は開示した実施形態を詳細情
報がなくても、またはほかの方法でも実施できることを容易に理解できよう。他の例では
、ここで開示する特徴が不明瞭にならないよう、周知の構造または動作の詳細は示さない
。いくつかの作用は異なった順序でまた、他の作用、事象とともに起こることもあるので
、説明した作用、事象の順序により開示した実施形態を限定するものではない。また、こ
の開示による方法を実施するために、説明した全ての作用、事象を必要とするわけではな
い。
【００１８】
　開示した携帯型荷吊り上げシステムは、可動式支持構造物と可動式支持構造物に固定さ
れた荷吊り上げ機構を備え、可動式支持構造物は、第１及び第２エンド・エフェクタに固
定された第１及び第２吊り上げストラップまたはケーブルを巻き上げるモーター駆動型リ
ール機構を含むウィンチを備える。第１及び第２ハンドルが第１及び第２エンド・エフェ
クタの外表面に取り付けられ、吊り上げストラップまたはケーブルが、ウィンチの駆動時
、第１及び第２エンド・エフェクタに接触している荷を吊り上げる。携帯型荷吊り上げシ
ステムは、人である使用者を援助する荷吊り上げ補助システムを備えることができ、荷吊
り上げ補助システムは下肢外骨格と胴外骨格を含むか、または、開示した他の実施形態で
は、下肢外骨格ではなく胴外骨格を含んで具体化できている。開示した他の実施形態では
、人である使用者に固定する必要はなく動作可能な荷吊り上げシステムを備える。
【００１９】
　実施形態例により、体幹外骨格１０９を含む下肢外骨格１２０と胴外骨格１６０を備え
、人である使用者を援助する携帯型荷吊り上げ補助システム１００を例示した正面斜視図
を図１に示す。携帯型荷吊り上げ補助システム１００を人が着用することができ、着用者
は前方で荷を運ぶことができるので、物を吊り上げるときの利用者の負担を著しく減らし
、人を援助する。例えば、携帯型荷吊り上げ補助システム１００を使用して、例えば、軍
事用途で兵士が１３０ポンドまでの戦闘服を身に着けるときなど、最小限の力で重い荷を
吊り上げる助けとなる。
【００２０】
　他の構成要素に加え、下肢外骨格１２０は、人の下肢に連結し、立脚時、地面や床など
の他表面に置くように構成された２つの脚サポート１０１、１０２を含む。他の構成要素
に加え、脚サポート１０１、１０２は、大腿リンク１０３、１０４とすねリンク１０５、
１０６を含む。２つの膝継手１０７、１０８は、該脚サポートの遊脚時、すねリンク１０
５、１０６と脚サポート１０１、１０２の大腿リンク１０３、１０４との間で屈曲、伸展
できるように構成されている。一方、脚サポートの立脚時、ある実施形態で２つの膝継手
１０７、１０８が、すねリンク１０５、１０６と脚サポート１０１、１０２の大腿リンク
１０３、１０４との間で屈曲しないように構成されている。
【００２１】
　他の構成要素中、胴外骨格１６０は体幹外骨格１０９を備える。他の構成要素中、体幹
外骨格１０９は上体インターフェース装置１５０を備える。体幹外骨格１０９は、上体イ
ンターフェース装置１５０を通して人の上半身に連結するように構成されている。ここで
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の人の上半身とは、一般に人の臀部を含む大腿部の上のどこでもよい。上体インターフェ
ース装置１５０の例では、限定しないが、ベスト、ベルト、ストラップ、肩ストラップ、
胸ストラップ、胴体ギブス、ハーネス、腰ベルトを含む要素またはその組合せを備える。
【００２２】
　体幹外骨格１０９は、腰部屈曲伸展継手１２５、１２６で回転自在に脚サポート１０１
、１０２に接続可能で、それぞれ、腰部屈曲伸展軸１５１、１５２の周りを脚サポート１
０１、１０２が腰部屈曲、伸展回転できる。脚サポート１０１、１０２は、下肢インター
フェース・ストラップを通し、図１に示す右下インターフェース・ストラップ１３５で、
人の下肢に連結するように構成することができる（明確化のため、左下肢インターフェー
ス・ストラップを図１に図示しない）。
【００２３】
　ある実施形態では、図１に示すようにそれぞれの下肢インターフェース・ストラップを
大腿リンク１０３、１０４に連結する。ある実施形態では、下肢インターフェース・スト
ラップは、すねリンク１０５、１０６に連結される。ある他の実施形態では、下肢インタ
ーフェース・ストラップは、すねリンクと大腿リンクの両方に連結される。各下肢インタ
ーフェース・ストラップは、限定しないが、ストラップ、バー、Ｃ型ブラケット、胴体ギ
ブス、エラストマーを含む要素またはその組合せを備える。
【００２４】
　動作中、下肢インターフェース・ストラップ１３５、１３６を通して２つの脚サポート
１０１、１０２に連結することにより、上体インターフェース装置１５０（図１に示す簡
易ベルト１５０（ａ）と肩ストラップ１５０（ｂ））と下肢外骨格１２０を通して、胴外
骨格１６０を含む荷吊り上げ補助システム１００に人が連結されるか、または、人がこれ
を着用する。ある実施形態では、他のものの中で下肢外骨格１２０は、体幹外骨格１０９
と脚サポート１０１、１０２の間でトルクを発生させるように構成された２つの腰部トル
ク発生器１４５、１４６を含んでもよい。
【００２５】
　図１に示す胴外骨格１６０は、荷吊り上げ機構２２１も含む。図１の荷吊り上げ機構２
２１は、中に、ある特定実施形態でエンド・エフェクタ２２３につながっているか接して
いる荷を吊り上げるためにナイロン・ストラップであるストラップまたは吊り上げケーブ
ル２２２を巻き上げられるリール機構を含むウィンチ２２９（図３参照）を備える。
【００２６】
　開示した携帯型荷吊り上げシステムは、バッテリー源や燃料電池をベースとした動力源
など他の動力源を備えることができる動力源（図示せず）を含む。図１に示す携帯型荷吊
り上げ補助システム１００など、開示した携帯型荷吊り上げ補助システムは使用者が身に
着け易くもなっている。携帯型荷吊り上げ補助システム１００は、小箱に畳み込んで届け
ることができるので、兵士や他の使用者は単に足を延ばして、ブーツ下の足底に踏み入れ
る。そして、兵士や他の使用者の大腿部、腰、肩をストラップで巻きつけられる。
【００２７】
　開示した実施形態による、それにつながる荷吊り上げ機構２２１を備える体幹外骨格１
０９を含む胴外骨格１６０の例を図２に示す。高摩擦材を反対側ハンドル２２４に取り付
けた簡易ヘラとしてエンド・エフェクタ２２３を図２に示す。高摩擦材は、箱または箱状
のものの脇を掴む助けとして用いられる。高摩擦材のある特定例として、「ゲッコスキン
」がある。しかし、エンド・エフェクタ２２３は、一般に荷を吊り上げるために用いられ
るどの材料でもよく、人である使用者がハンドルにかける負荷力を測定するためにハンド
ル２２４に力センサー２５１を含んでもよい。部品２２５は、（他のものの中で）ケーブ
ル２２２を誘導するように働く吊り上げバーである。ある実施形態では、（内部ウィンチ
、ストラップ２２２、エンド・エフェクタ２２３、ハンドル２２４を含む）荷吊り上げ機
構２２１は、ときに「人力増幅器」と呼ばれる機構となり得る。そのような「人力増幅器
」の例として、カゼローニによる米国特許第６，８８６，８１２に開示がある。
【００２８】
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　荷吊り上げ機構２２１は、カウンター・ウェイト作動装置２２８（図４参照）によりカ
ウンター・ウェイト回転軸２２７（図３参照）の周りを回転する可動式カウンター・ウェ
イト２２６を含むこともできる。この特徴の有利な側面の一つは、可動式カウンター・ウ
ェイト２２６の主要部に（図３で「Ｍ」と示すモーターを含む）ウィンチ２２９の主要部
を含ませることにある。
　これは、図３で示した通路に吊り上げストラップまたはケーブル２２２を通して行うこ
とができる。ストラップまたはケーブル２２２がカウンター・ウェイト回転軸２２７を同
心とするプーリー２３６上を通るため、可動式カウンター・ウェイト２２６の動きは、吊
り上げストラップまたはケーブル２２２の長さにほとんど影響しない。
 
【００２９】
　ある実施形態では、モーターは油圧モーターから成る。油圧モーターベースの構造によ
り、図１に示す携帯型荷吊り上げ補助システム１００を含めた開示したシステムにおいて
、その電池式の働きを高いエネルギー効率で支えることができる。
【００３０】
　荷吊り上げ機構２２１の動作において、荷が使用者前方（エンド・エフェクタ２２３上
）で高いところにあるとき、腰部屈曲延長軸１５１、１５２の周りで（少なくとも部分的
に）荷の平衡を保つために、カウンター・ウェイト２２６が使用者のさらに後部へ移動す
る。図４にこれが生じるのを示す。これは、荷吊り上げ機構２２１が吊り上げストラップ
またはケーブル２２２にかける力を測定する、図４に示す力センサー４１３に連結された
マイクロプロセッサ（またはマイクロコンピュータ）４１２を備えるなどした制御装置４
１１を用いて達成してよい。
【００３１】
　そして、使用者前方に荷があるため、ケーブル２２２にかかる下向きの力により発生し
たモーメントを持つカウンター・ウェイト２２６により、腰部屈曲伸展軸１５１、１５２
の周りに発生するモーメントの均衡をとるための適切な位置へ、可動式カウンター・ウェ
イト２２６の移動を促す制御信号を制御装置４１１により送信することができる。当業者
は、ケーブル２２２の力を測定し、腰部屈曲伸展軸１５１、１５２の周りの力により発生
したモーメントを概算する方法が多くあることに気付くであろう。この概算が妥当に正確
で、腰部屈曲伸展軸１５１、１５２の周りでの体幹外骨格１０９のネットモーメントが概
ゼロであるならば、胴外骨格１６０の着用者が体幹外骨格１０９を直立に保つために必要
な少量の残トルクを提供することができるので、腰部トルク発生器１４５、１４６の必要
性が大幅に減り、または、必要ないとさえできる。
【００３２】
　当業者は、カウンター・ウェイト回転軸２２７の周りの回転ではない状態において、連
鎖型機構で、可動式カウンター・ウェイト２２６を線形または曲線的に移動するよう構成
することができる。カウンター・ウェイトを腰部屈曲伸展軸１５１、１５２のさらに後ろ
へ（または近くへ）移動させるどの機構でも概して所望の効果を得ることができる。
【００３３】
　図３は、開示した実施形態による、胴外骨格１６０に関連する例示的荷吊り上げバー機
構２３０の部分的な断面描写である。荷吊り上げバー機構２３０は、吊り上げバー２２５
、吊り上げバーガイド２３１、カム・プレート２３２を含む。吊り上げバー２２５は、伸
縮自在に、吊り上げバーガイド２３１上をスライドする。
【００３４】
　図５に関して、吊り上げバー２２５に取り付けられたカム・ローラー２３３により、吊
り上げバーガイド２３１に沿った吊り上げバー２２５の位置を決定し、カム・プレート２
３２上のスロット２３４を移動する。吊り上げバーガイド２３１はピボット２３５で旋回
する。ストラップまたはケーブル２２２がプーリー２３６上を動く。ストラップまたはケ
ーブル２２２が充分に回収され、エンド・エフェクタ２２３が吊り上げバー２２５の端に
近づくと、カム・ローラー２３３がカム・プレート２３２上のスロット２３４を上方に移
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動するのに伴い、吊り上げバー２２５は上方外側に移動し始める。
【００３５】
　ストラップまたはケーブル２２２により、吊り上げバー２２５が上方外側にどのように
移動するかを理解するために、吊り上げバーガイド２３１の後部を図６に拡大図で示す。
図６により、実際、吊り上げストラップ２２２に、主吊り上げストラップ２３７と吊り上
げストラップ・ループ２３８の２つの部分を備えていることを確認できる。主ストラップ
２３７とストラップ・ループ２３８は、ともに領域２３９、２４０に（例えば、縫合され
たり、接着されたりして）付けられている。また、プーリー２３６が本体２４１とフラン
ジ２４２とを備えていることを確認できる。ストラップまたはケーブル２２２がウィンチ
２２９に引き寄せられると、結局、吊り上げストラップ・ループ２３８がプーリー本体２
４１に巻きつき、プーリー本体を下方へ引き寄せ始める。これにより、吊り上げバーガイ
ド２３１をピボット２３５で旋回させ、吊り上げバー２２５を上方外側へ移動させる。吊
り上げバー２２５の端とエンド・エフェクタ２２３の間のまだストラップが利用できる場
所で、ストラップ・ループ２３８がプーリー本体２４１に接触する。ストラップが利用で
きない場合は、ストラップまたはケーブル２２２で拘束されているので、吊り上げバー２
２５を吊り上げバーガイド２３１に沿って延長することができないであろう。
【００３６】
　当業者は、ストラップまたはケーブルがその動きの最後に近づいたとき、単にストラッ
プまたはケーブルをたぐり寄せることにより、吊り上げバーが上方外側に移動する荷吊り
上げバー機構２３０を構成する方法が多くあることに気付くであろう。これにより、胴外
骨格１６０の着用者が格納された吊り上げバーの許容を超えて荷をより高いところへ吊り
上げることができる。
【００３７】
　開示した他の実施形態では、図１～６に関して上記したように、携帯型荷吊り上げ補助
システムが下肢外骨格１２０に付けられていない。例えば、携帯型荷吊り上げ補助システ
ムが、リュックのように使用者が着用できる胴外骨格１６０のみを備えてもよい。
【００３８】
　体幹外骨格１０９を備える携帯型荷吊り上げ補助システム７００を、使用者がリュック
のように着用できるようにする、ストラップ７１０を含む携帯型荷吊り上げ補助システム
７００を例示した描写を図７に示す。図７により、可動式カウンター・ウェイト２２６の
「カウンター・平衡機構」機能を特定する。
【００３９】
　また他の実施形態では、携帯型荷吊り上げシステムを移動装置に付けることができる。
図８に示す例示的携帯型荷吊り上げシステム８００は、車輪８２５を含むカート８２０を
備え、例の荷吊り上げシステム８４０を、カート８２０に（例えばボルト、溶接で）固定
されている可動式支持構造物８１０に取り付けている。可動式支持構造物８１０はカート
８２０で移動可能である。開示した携帯型荷吊り上げ補助システムと同様、携帯型荷吊り
上げシステム８００は、軍事、産業、医学への適用を含み、戦闘中の兵士を補助する様々
な形の支援に用いることができる。
【００４０】
　作動が簡易であること、他の仕事や他の場所へ移して適用できることが、開示した携帯
型荷吊り上げシステムの利点である。完全な人工アームとは違い、開示した実施形態では
、最小の検知・作動能力を用いることができる。これにより、費用や必要とされる力が削
減され、人工アームに比べて設計の信頼性が向上する。また、よく知られた固定型荷留め
具と違い、ここで開示した荷吊り上げシステムにより、荷を上げ下げすることができる。
例えば、兵士などの使用者は開示した携帯型吊り上げ補助システムを用いて、荷を肩より
上に上げ、また、地面まで下げることができる。
【００４１】
　また、よく知られた一体型で構築基盤に固定された頭上吊り上げ装置とは違い、ここで
開示した携帯型荷吊り上げシステムは、その使用に著しく向上した適用性がある。開示し
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た荷吊り上げシステムは、物理的な作業領域に拘束されないので、使用者は倉庫内の荷吊
り上げシステムを１分で操作できる。それから、外に直行して、荷吊り上げシステムを操
作し続けることができる。これにより、費用と消費電力を低くし、使用者にはいっそう有
用である。
【００４２】
　様々な開示した実施形態を上で説明したが、これは単に例として示したものであり、こ
れに限るものでないことを理解されたい。この開示の精神と範囲から逸脱することなしに
、ここでの開示により、開示した実施形態に多くの変形を加えることができる。このよう
に、この開示の広さと範囲は、上記実施形態のいずれによっても限定されるべきではない
。むしろ、この開示の範囲は以下の請求項及びこれに相当するものにより定義される。
【００４３】
　開示した実施形態を例示し、いくつかの実施例を説明したが、本明細書と添付の図を参
照し理解することで、当業者は同等な変更や改良を思いつくであろう。特定の特徴をいく
つかの実施例のうち、ただ一つに関連して説明してきたかもしれないが、ある所定の適用
で望ましく有用となるように、そのような特徴に、他の実施例での他の特徴をいくつか組
み合わせてもよい。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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